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住民税課税(非課税）・納税証明書は、窓口、郵送のほか、「24時間365日」スマホやパソコンから

オンライン申請することができます。
※本人が「品川区電子申請サービス」より「利用者登録」を行ってから申請してください。（代理人不可）

●詳しくは、区ホームページまたは品川区電子申請サービスのサイトをご覧ください。
https://s-kantan.jp/city-shinagawa-u/offer/offerList_initDisplay.action

夜間や休日でも

申請できます

問い合わせ 税務課税務係 TEL 03(5742)6662

FAX 03(5742)7108

オンライン申請のメリット

スマホ、パソコン

から申請できます
キャッシュレス決済

に対応しています

証明書等は

ご自宅に郵送されます

１ 課税証明書が必要だけど

区役所に行く時間がないよ～

どうしよう

税照明書が必要だけど

区役所に行く時間がな

大丈夫！

電子申請サービスが

あるよ

～

どうしよう

時間を気にすることなく

２４時間３６５日 申請・届け出が

スマホ・パソコンからできるよ

便利だね、手数料などの

支払いはキャッシュレス

決済に対応しているんだ



「国民に見える化」

～優秀作品のご紹介～
全国納税貯蓄組合連合会、国税庁主催の「中学生の『税についての作文』」の優秀作品選考があり、
入賞作品が決定しました。
今号では、優秀作品のうち、品川区長賞を受賞されました２作品をご紹介します。

品 川 区 長 賞

品川区立日野学園 九学年 原田 理加

【品川税務署管内】

２

私は、最近よくテレビやインターネットで目にするふるさと納税について改めて調べてみた。するとそれは、地方

自治体・生まれ故郷への貢献などの意見から導入された、自身の現住所とは別の自治体にお金を寄付する制度

であることが分かった。だが実際、私の家庭でふるさと納税という言葉を聞いた覚えがほとんどなかったため、私

は両親に「うちはふるさと納税、やってる？」と聞いてみた。すると両親は口を揃えて「やっていない」と答えた。理

由を聞くと、この制度の今問題視されていることが、関係していた。この制度は都市部と地方自治体の間における

様々な格差の緩和に良い影響を与える一方で、それを行う場合は所得から寄付金分が引かれる、つまり、本人が

受け取る所得が少なくなったのと同様の扱いを受けるため、所得に対して課せられる国税、つまり所得税がもとよ

り少なく支払われるという問題が起きているそうだ。私の両親は、今現在実際に、住んでいる品川区に税金から生

まれる支援にものすごく支えられている、感謝していると私に話した。実際に私の家族の私含めた兄弟三人は全

員公立の小中学校に通っているため、三人分の授業料、授業用タブレット代、今年四月からは給食費まで、無償

化されている。私の両親は「こんなに品川区に支えてもらっているから自分達の税金を使って頑張ってほしい」と話

していた。つまり自分達が支援を受けている自治体に税金を納めたいと思うそうだ。だが私の母親は「もし子供が

いなかったらふるさと納税していたと思う」とも話した。つまり、子供のいない人や家庭は、税による支援を感じにく

い、ましてや教育費以外の税金の活用に関しては、完璧に理解している人間はそう多くはないだろう。だから増税

や何か少しでも国民の負担が増えるようなことが決まると世間の声は批判が大多数になるのだと私は思う。なの

で私は、国の税金について、もっと「見える化」をはかってほしいと思う。例えば、税金の使い道や増税・減税の意

図などを、国民にありのままの形で伝えてほしいと思う。それによって賛否両論出てくることは、十分に予想できる

が、ありのままを伝えたことに対して返ってくる国民の批判は、今までより明確な意見である可能性も高いだろう。

このように、私はふるさと納税について改めて調べ、両親からの話と今の国の現状から国と国民がより良い関係

を築き続けるためにも「見える化」をして国民の信頼を得て、国民を引っ張っていく存在に、国はなるべきだと考え

ている。国の方にも色々な考えがあることは重々承知だが、私の意見としては、税金によって国が豊かになってい

る事案があるのだから、その変化した豊かさ、反対に足りない部分を、もっと「国民に見える化」をしアピールしてほ

しいと思う。

～品川間税会 令和５年度 「税の標語」 品川区長賞のご紹介～

「税を知り 皆でつくる ゆたかな社会」

品川区立大井第一小学校 六学年 上利 遥

<敬称略>



品 川 区 長 賞

「『税』があるありがたさ」
豊葉の杜学園 九学年 大坪 彩葉

他の入賞作品受賞者をご紹介します

【荏原税務署管内】【品川税務署管内】

３

☆東京都知事賞 冨士見台中学校 竹下 佳澄

☆東京国税局管内納税貯蓄組合連合会優秀賞

鈴ヶ森中学校 古藤 千実

☆東京国税局管内納税貯蓄組合連合会優秀賞

日野学園 杉山 詢太郎

☆品川税務署長賞 日野学園 髙橋 ひより

浜川中学校 増村 涼子

☆品川都税事務所長賞 八潮学園 長谷部 幸代

☆品川区教育長賞 大崎中学校 飯沼 香帆

☆品川納税貯蓄組合連合会会長賞 伊藤学園 松山 美咲希

東海中学校 山内 陽生

品川学園 佐藤 希美

大崎中学校 西尾 風夏

日野学園 川島 美遥

鈴ヶ森中学校 内藤 千暖

八潮学園 カルドナ オリヴィア

浜川中学校 中沢 唯那

冨士見台中学校 室井 璃子

私は一度、小学校二年生の時に薬剤アレルギーの症状を発症し、約二週間ほど入院生活を送ったことがあっ

た。その時は、毎日点滴をしなくてはならないこと、苦い薬を飲まなくてはならないこと、時々行われる採血をしな

くてはならないこと……正直、嫌なことばかりだった。

今ではその症状も治り、いつも通りの生活ができている。私は、中学生になって勉強していく内に「税」について

少しずつ興味を持ち始めた。冬のある日、寒さのせいか、私は体調を崩してしまい、母と二人で近くの病院へ

行った。病院に着くと、母はすぐに受付に保険証というものを提出していた。病院での診察も無事終わり、幸い、

私は軽い風邪を引いていただけだった。病院を出る時、母は再び受付へ向かったのだが、その時、母は私の診

察料を払っていなかった。私はとても疑問に思い、家への帰り道で、母に「さっきの診察料は払わなくて良い

の？」と聞くと、母は「私たちの住んでいる品川区では、中学生までを対象として医療費が区から助成されるんだ

よ」と教えてくれた。その後、体調が回復してから母が教えてくれたことをネットで調べてみると、それは「子ども

医療費助成制度」という、子どもが医療機関で治療を受けた際の保険診療の自己負担を自治体が負担する（最

近、高校生も対象となった）制度だった。さらに調べてみると、それらの医療費は税などから構成される社会保障

費で賄われていることを知った。後に、母から、私が入院していた時の医療費も無料だったと聞いた。

私はその時、はっとした。私が小学二年生だった頃の、入院生活での点滴や薬や食事やその他の治療による

医療費は、全て無償で区から賄われていて、沢山の人々が払っている「税」が関係しているのだと気付いた。あ

の時あれだけ嫌がっていたことも、少しありがたく思えた。

その後、さらに詳しく税について調べた。調べていく中で、税が私たちの暮らしと密接に関わっていることを知っ

た。私たちが、こうして毎日安心安全で、充実した幸せな日々を送れているのは税があるからだった。当時小学

二年生の私の入院生活では感じることのなかった、税の素晴らしさを感じた。まるで沢山の人々がたった一人の

私のことを支え、助けてくれたように思った。

これから先、私はさらに税と関わっていくだろう。税を払うということは、生活していく上で負担になるかもしれな

い。だけど、自分の払う税で、誰かの幸せや日々の豊かな暮らしが生まれるならば、それ以上のことはない。私

も、社会の一員として、誰かのため、何かのために税を払い、支えたい。

そして、これからの明るい未来のために、経済や税の知識を深め、あたり前に送れている充実した日々のあり

がたさを心に持ち、私にできることから社会に貢献していきたい。

【荏原税務署管内】

☆東京国税局管内納税貯蓄組合連合会会長賞

荏原第五中学校 三浦 涼太郎

☆東京国税局管内納税貯蓄組合連合会優秀賞

荏原第六中学校 松原 詩

☆荏原税務署長賞 荏原第五中学校 山脇 芽依

荏原平塚学園 中村 天音

☆品川都税事務所長賞 荏原平塚学園 小家 奏

☆品川区教育長賞 荏原第五中学校 近藤 亜美

☆東京税理士会荏原支部長賞 豊葉の杜学園 吉田 幸雅

☆荏原納税貯蓄組合連合会会長賞 荏原第一中学校 澁谷 碧心

荏原第五中学校 河﨑 心晴

戸越台中学校 根本 莉凛

戸越台中学校 松舘 実結

戸越台中学校 木村 凛

豊葉の杜学園 飯島 心

豊葉の杜学園 西村 陸

<敬称略>
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☆申告期間：令和６年２月16日 (金)～３月15日 (金) (土曜・祝日を除く)

☆受付場所：品川区役所 本庁舎４階 １４１会議室

※火曜延長および日曜開庁時は、本庁舎４階①番窓口

☆受付時間：午前８時30分～午後５時（火曜のみ午後７時まで）

混雑緩和のため、郵送での申告書提出にご協力ください。

※ 申告受付の予約は承っておりません。当日、順番におうかがいしますのでご了承ください。

申告書は

２/２(金)に

発送予定

★ 30歳以上70歳未満 の国外居住親族を扶養する場合の要件の変更
以下の要件のいずれかに該当する場合に扶養控除を受けられますが、これまでどおりの親族関係書類・

送金関係書類に加えて、以下の＜必要書類＞を提出、または提示が必要です。
〇 留学により国内に住所を有しなくなった者 ＜留学ビザ等書類（※）が必要＞

（※）外国におけるビザや在留カードに相当する書類の写し

〇 障害者 （障害者控除の要件に従う）

〇 扶養者から38万円以上の送金を受けている者 ＜1人につき38万円の送金証明書が必要＞

★ 上場株式等の配当・譲渡所得の課税方式の統一
令和6年度(令和5年分)より、確定申告された上場株式等の配当所得や譲渡所得は、住民税でも所得に含まれます。

ただし、令和5年度(令和4年分) 以前に住民税で申告不要を選択した上場株式等の譲渡損失は、住民税では繰越控除

することができません。

はい

住民税の申告が必要な方とは…

令和６年度(令和５年分)からの税制改正

令和６年１月１日現在、

品川区に居住している

居住していた市区町村

にお問い合わせください

はい

税務署へ令和５年分の所得税の

確定申告が必要な方に該当する

品川区内の納税者の税法上の

扶養となっている

不 要
税務署に確定申告

してください

不 要

いいえ

いいえ

前年の1月1日から12月31日まで

の間の収入は「公的年金収入・

給与収入」のみである

「公的年金収入・給与収入」

以外の収入がある方

*収入と経費を申告してください

「非課税収入」のみの方

*遺族年金、障害基礎年金等

の受取額を申告してください

収入はなかった方

*前年の生活手段を

申告してください

いいえ

税務署へ所得税の確定申告が必要な方
次のような場合で所得税を納付したり、還付を受けたりする方。

① 事業所得、不動産所得、配当所得、一時所得やその他の所得がある方

② 土地や建物などを売却した方

③ 給与等の収入金額が2,000万円を超える方

④ 給与所得者で給与所得以外の所得が20万円を超える方

※給与所得以外の所得が20万円以下の方は住民税の申告が必要です。

⑤ 給与を２か所以上から受けている方

⑥ 公的年金等の収入金額が400万円を超える方

⑦ 公的年金所得者で年金所得以外の所得が20万円を超える方

※年金所得以外の所得が20万円以下の方は住民税の申告が必要です。

⑧ 医療費・住宅借入金等特別控除などの還付申告をする方

⑨ 年の途中で退職した方やパート・アルバイトの方などで勤務先の会社で

年末調整を受けていない方は、確定申告をすることで還付を受けることが

できる場合があります。

源泉徴収票に記載された

控除に変更や追加がある
はい

いいえ

源泉徴収票に記載された控除

に変更や追加がある方

*収入と、変更や追加する控除を

申告してください

はい

いいえ

はい

問い合わせ 税務課課税担当 TEL 03（5742）6663～6 ＦＡＸ 03（5742）7108


